
令和 6 年４月 

医師各位 様 

                             香南市長 濱田 豪太 

 

病後児保育にかかる診療情報提供書の発行について（お願い） 

 

皆様におかれましては、いつも当市の教育行政にご理解とご協力をいただき誠にありが

とうございます。 

さて、当市では「香南市総合子育て支援センター」にて病後児保育事業を実施します。 

 この病後児保育施設は、看護師１名、保育士１名が常駐しており、医師の診察結果（診療

情報提供書）を基に身体の状態を把握して児童の受け入れを行います。 

皆さまには、事業を利用する際に必要となります、診療情報提供書を当該児童が本事業利

用可能であると認められる場合に限って、発行していただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

 なお、本事業の対象となる児童の条件は以下の通りです。 

 

【対象となる児童】次の 3つの条件をすべて満たす児童 

①市内に住所があり、保育所・幼稚園・認定こども園等へ在籍している生後６か月から

小学校６年生までの児童 

②病気の回復期で集団保育が困難だが、医師が病後児保育を利用することが可能であ

ると判断した児童 

③保護者が勤務の都合等により、家庭での保育が困難な児童 

《病気回復期とは》次に掲げる状態で医師が病後児保育を利用することを認める場合。 

①かぜ等日常的にかかる疾患の場合は、急性期を経過したとき以降 

②麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患の場合は、他児に感染する恐れのある感染期を経過

したとき以降 

③気管支炎及び喘息等の呼吸器系疾患の場合は、発作が治まったとき以降 

④骨折、熱傷、火傷等の外傷性疾患の場合は、症状が安定したとき以降 

 

問い合わせ先  

香南市総合子育て支援センター「にこなん」      0887-50-5257 

香南市教育委員会   こども課             0887-50-3021 

 


